
大学共同利用機関法人自然科学研究機構の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

　当機構においては、勤勉手当の成績率について自然科学研究機構役員給与規程
（以下「役員給与規程」という。）により、職務実績を勘案して、経営協議会に諮ることに
より6月期については、成績が優秀な場合は、100分の103.5以上100分の190以下、成
績が良好でない場合は、100分の87.5未満、また12月期については、成績が優秀な場
合は100分の108.5以上100分の200以下、成績が良好でない場合は、100分の95未満
の範囲内で増額又は減額することができることになっている。
　平成30年度においては顕著な業績や業績不振とされることがなかったため、勤勉手
当の増額又は減額は行わなかった。

　役員報酬支給基準は、役員給与規程により、本給、特別調整手当、広域異動手当、
通勤手当、単身赴任手当、期末手当及び勤勉手当から構成されている。

　期末手当については、役員給与規程により期末手当基礎額（本給+特別調整手当+
広域異動手当+役職段階別加算額（20％）+管理職加算額（25％））に6月期について
は、100分の62.5を乗じ、12月期については、100分の77.5を乗じ、さらに基準日以前６
箇月以内の期間におけるその者の在職に応じた割合を乗じて得た額とし、勤勉手当
については、役員給与規程により勤勉手当基礎額（本給+特別調整手当+広域異動手
当+役職段階別加算額（20％）+管理職加算額（25％））に基準日以前6箇月以内の期
間におけるその者の在職に応じた割合を乗じ、さらに成績率（平成30年度の実績とし
ては、6月期については、100分の90、12月期については、100分の95）を乗じて得た額
としている。

　なお、平成30年度では、平成29年及び平成30年の人事院勧告に準じて、下記の内
容の改定を実施した。

・勤勉手当支給率の引き上げ（年間0.05月分）

  ②  平成３０年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び平成３０年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　当機構は、研究者コミュニティによって運営され、国内外の研究者に研究の場を提
供し、天文学、核融合科学、物質化学、生命科学等の自然科学研究分野の先端的な
共同研究を行う中核的研究拠点として研究・教育事業を実施している。役員報酬水準
を検討するにあたって、国家公務員及び同じ大学共同利用機関法人である他の3機
構（人間文化研究機構、高エネルギー加速器研究機構及び情報・システム研究機構）
等を参考とした。

（１）　他の3機構も当機構と同様、研究者コミュニティによって運営され、国内外の研究
者に研究の場を提供し、各分野の先端的な共同研究を行う中核的研究拠点として研
究・教育事業を実施している。
　各機構の公表資料によれば、平成29年度の3機構の長の平均年間報酬額は19,744
千円であり、公表対象年度の役員報酬規程に記載された本俸額等を勘案すると平均
で19,950千円と推定される。
同様の考え方により、理事については平均で15,751千円、監事については平均で
13,515千円と推定される。
（２）　事務次官年間報酬額・・・23,274千円



理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）
　役員報酬基準は、役員給与規程により、非常勤監事手当（日額：37,000円）から構成
されている。

　なお、平成30年度では、特段の改定は行わなかった。

　役員報酬支給基準は、法人の長と同様、役員給与規程により、本給、特別調整手
当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当及び勤勉手当から構成され
ている。

　期末手当・勤勉手当についても法人の長と同様の方法で算定した額を支給してい
る。

　また、平成30年度では法人の長と同様の改定を実施した。

　該当者無し

　役員報酬支給基準は、法人の長と同様、役員給与規程により、本給、特別調整手
当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当及び勤勉手当から構成され
ている。

　期末手当・勤勉手当についても法人の長と同様の方法で算定した額を支給してい
る。

　また、平成30年度では法人の長と同様の改定を実施した。



２　役員の報酬等の支給状況
平成30年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

19,285 11,580 5,300
2,316

89
（　特別調整手当　）

（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

14,271 8,472 3,877
1,694

227
（　特別調整手当　）

（通勤手当） ◇

千円 千円 千円 千円

15,690 9,132 4,179
1,826

552
（　特別調整手当　）

（単身赴任手当）

千円 千円 千円 千円

15,612 10,740 4,357
４２９

８５
（　特別調整手当　）

（通勤手当） 4月1日

千円 千円 千円 千円

16,096 10,740 4,496 859 （　特別調整手当　） 3月31日

千円 千円 千円 千円

16,096 10,740 4,496 859 （　特別調整手当　） 3月31日

千円 千円 千円 千円

14,174 8,472 3,877
1,694

130
（　特別調整手当　）

（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

2,035 2,035 0 0
（　　　　）

注１：「特別調整手当」とは民間における賃金、物価及び生産費が特に高い地域に在勤する
　　　役員に支給されているものである。
注２：「前職」欄の「◇」は役員出向者であること、「※」は独立行政法人等の退職者であること
　　 　を示す。
注３：総額、各内訳について千円未満切捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致
　　　しない。

C理事

法人の長

A理事

B理事

E理事

A監事

その他（内容）

B監事
（非常勤）

前職

D理事

就任・退任の状況
役名



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　理事（非常勤）
　該当者無し

　自然科学研究機構は、宇宙、エネルギー、物質、生命等に関わる自然科学分野の
拠点的研究機関を設置・運営することにより国際的・先導的な研究を進めるとともに、
本機構が設置する大学共同利用機関の特色を活かしながら、更に各々の分野を超
え、広範な自然の構造と機能の解明に取り組み、自然科学の新たな展開を目指して
新しい学問分野の創出とその発展を図るとともに、若手研究者の育成に努めている。
また、大学共同利用機関としての特性を活かし、大学等との連携の下、我が国の大学
の自然科学分野を中心とした研究力強化を図っている。これらのミッションを機構長の
リーダーシップの下で強力に推進している。
　そうした中で、自然科学研究機構長は、職員数約８００名の法人の代表として、その
業務を総理するとともに、所属職員を統督して、経営責任者と教育研究活動の責任者
の職務を同時に担っている。
　自然科学研究機構長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員
報酬28,846千円と比較した場合、概ね同水準以下であり、また、事務次官の年間給与
額23,274千円と比べてもそれ以下となっている。
　自然科学研究機構では、機構長の報酬月額を法人化以前の岡崎３研究所により構
成されていた岡崎国立共同研究機構長に適用されていた国家公務員指定職俸給表
の俸給月額を踏まえて決定しているが、機構長の職務内容の特性は上記のとおり法
人化以前の岡崎国立共同研究機構長の職務と比較しても同等以上の職務内容・重
責を負っていると言える。
　また、他の大学共同利用機関法人の長の報酬水準と同水準となっている。
　こうした職務内容の特性や他の大学共同利用機関法人との比較を踏まえると、報酬
水準は妥当であると考えられる。

　自然科学研究機構は、宇宙、エネルギー、物質、生命等に関わる自然科学分野の
拠点的研究機関を設置・運営することにより国際的・先導的な研究を進めるとともに、
本機構が設置する大学共同利用機関の特色を活かしながら、更に各々の分野を超
え、広範な自然の構造と機能の解明に取り組み、自然科学の新たな展開を目指して
新しい学問分野の創出とその発展を図るとともに、若手研究者の育成に努めている。
また、大学共同利用機関としての特性を活かし、大学等との連携の下、我が国の大学
の自然科学分野を中心とした研究力強化を図っている。これらのミッションを機構長の
リーダーシップの下で強力に推進している。
　そうした中で、自然科学研究機構の理事は、機構長を補佐して大学共同利用機関
法人の業務を掌理し、機構長に事故があるときはその職務を代理し、機構長が欠員の
ときはその職務を行うなどの重責を担っている。
理事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬28,846千円と
比較した場合、概ね同水準以下となっている。
　自然科学研究機構では、理事の報酬月額を国家公務員指定職俸給表の俸給月額
を踏まえ、職務の内容等を勘案し、706千円から895千円までの範囲で決定している。
　また、他の大学共同利用機関法人の理事の標準水準と同水準となっている。
　こうした職務内容の特性や他の大学共同利用機関法人との比較を踏まえると、報酬
水準は妥当であると考えられる。



　監事

　監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

　自然科学研究機構の監事は、自然科学研究機構の業務を監査し、監査の結果、必
要があると認めるときは、機構長又は文部科学大臣に意見を提出する職務を行ってい
る。
　自然科学研究機構では、監事の報酬月額は国家公務員指定職俸給表の俸給月額
を参考に706千円で決定している。
　監事の職責等を総合的に勘案すると、報酬水準は妥当であると考えられる。

　自然科学研究機構の監事は、自然科学研究機構の業務を監査し、監査の結果、必
要があると認めるときは、機構長又は文部科学大臣に意見を提出する職務を行ってい
る。
　自然科学研究機構では、監事（非常勤）の日給額は国家公務員指定職俸給表の俸
給月額を参考に、日額を決定している。
　監事（非常勤）の職責等を総合的に勘案すると、報酬水準は妥当であると考えられ
る。

　職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人、民
間企業等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。



４　役員の退職手当の支給状況（平成３０年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者無し

千円 年 月

該当者無し

千円 年 月

該当者無し

千円 年 月

該当者無し

５　退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　当機構においては、勤勉手当の成績率について役員給与規程により、職務実績を
勘案して、経営協議会に諮ることにより6月期については、成績が優秀な場合は、100
分の103.5以上100分の190以下、成績が良好でない場合は、100分の87.5未満、また
12月期については、成績が優秀な場合は100分の108.5以上100分の200以下、成績
が良好でない場合は、100分の95未満の範囲内で増額又は減額することができること
になっている。

法人の長

理事A

監事A
（非常勤）

判断理由
該当者無し

該当者無し

法人の長

監事A

理事A

監事B
（非常勤）

法人での在職期間

該当なし

該当者無し

該当者無し

監事A



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

 当機構職員の給与水準を検討するにあたって、他の大学共同利用機関法人、国家公務員の
ほか、平成30年度職種別民間給与実態調査によるデータのうち、企業規模別（当該法人500人
以上）・職種別平均給与額を参考にした。

（１）他の大学共同利用機関法人・・・他の大学共同利用機関法人である人間文化研究機構、
高エネルギー加速器研究機構及び情報・システム研究機構も当機構と同様、研究者コミュニ
ティによって運営され、国内外の研究者に研究の場を提供し、各分野の先端的な共同研究を
行う中核的研究拠点として研究・教育事業を実施している。
（２）国家公務員・・・平成29年度において国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給与月
額は、410,940円、全体の平均給与月額は、417,230円となっている。
（３）職種別民間給与実態調査において、当該法人と同等の規模や職種の大学卒の4月の平
均支給額は事務部長で771,107円、事務課長で643,409円、事務課長代理で592,519円、事務
係長で493,845円、事務主任で418,706円、事務係員で345,565円となっている。

　当機構においては、職員の勤務成績の給与への反映方法として、昇級、昇給、勤勉手当を
対象に下記のように勤務成績の評定の結果を考慮し、下記のような制度内容で実施している。

　昇　　　級：勤務成績が良好でかつ昇級基準を満たしている場合、その者の資格に応じて
　　　　　　　　1級上位の級に昇級させることができる。
　昇　　　給：昇給日（1月1日）前1年間における勤務成績に応じて、上位の号給に昇給
　　　　　　　　させることができる。
　勤勉手当：勤務評定等の結果を受け、基準日（6月1日、12月1日）前6箇月間に応じて
　　　　　　　　支給割合（成績率）を決定する。

　また平成2７年1月より、研究教育職員を対象とした年俸制度を導入したことに伴い、当該職員
の基本給の改定及び業績給については、下記のとおりとしている。
　
　基本給の改定：毎年4月1日に評価区分（ＳＳＳ、ＳＳ、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）に応じて、
　　　　　　　　　　　最大+4号給から－１号給までの範囲以内で改定することができる。
　業績給　　　　 ：毎年1月1日（以下「評価基準日」という。）において評価基準日の
　　　　　　　　　　　属する年度の4月から翌年の3月までの期間における業績評価を
　　　　　　　　　　　勘案し、決定する。

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）



　③　 給与制度の内容及び平成３０年度における主な改定内容

　自然科学研究機構職員給与規程に則り、本給（本給の調整額含む）及び諸手当（扶養手当、
管理職手当、特別調整手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在勤手
当、特殊勤務手当、衛生管理者手当、特地勤務手当、準特地勤務手当、超過勤務手当、休日
給、夜勤手当、宿日直手当、半日直手当、管理職員特別勤務手当、初任給調整手当、期末手
当、勤勉手当及び寒冷地手当）としている。

　期末手当については、期末手当基礎額（本給の月額＋扶養手当+特別調整手当+広域異動
手当+役職段階別加算額+管理職加算額）に6月に支給する場合においては100分の122.5（特
定管理職員（一般職（一）7級以上の局次長、センター長、部長及び研究教育職員の副台長、
一部の副所長及び研究総主幹が該当）は、100分の102.5）、12月に支給する場合においては
100分の137.5（特定管理職員は100分の117.5）を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間に
おけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
　勤勉手当については、勤勉手当基礎額（本給の月額+特別調整手当+広域異動手当+役職
段階別加算額+管理職加算額）に基準日以前6箇月以内のその者の勤務期間に応じた割合を
乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の職員の区分別の成績率を乗じて得た額としている。

　なお、平成30年度における主な改定内容は以下のとおりである。
〇国家公務員の平成29年及び平成30年に勧告された人事院勧告に準じて下記の措置を実施
した。
　1．本給月額の改定
　　　一般職（一）、一般職（二）、研究教育職の本給表について、平成30年の人事院勧告に準
      じて本給月額を平成30年4月1日より平均約0.2％の引き上げを実施。
　２．扶養手当の見直し
　　　配偶者に係る手当額を6,500円（-3,500円）へ引き下げ、子に係る手当額を10,000円
　　　（+2,000円）へ引き上げを実施。
　３．初任給調整手当の引き上げ
　　　支給月額の限度を50,800円（+100円）へ引き上げを実施。
　４. 勤勉手当の引き上げ
　　　勤勉手当の支給割合を4.40月分から4.45月分（+0.05月分）へ引き上げを１２月期賞与で
　　　実施。



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

572 47.2 7,359 5,337 110 2,022
人 歳 千円 千円 千円 千円

279 44.9 6,241 4,560 125 1,681
人 歳 千円 千円 千円 千円

293 49.5 8,423 6,077 96 2,346

人 歳 千円 千円 千円 千円

25 46.7 12,432 10,401 0 2,031

人 歳 千円 千円 千円 千円

26 52.8 4,056 3,109 125 947
人 歳 千円 千円 千円 千円

21 53.7 3,676 2,869 137 807
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 48.9 5,650 4,117 74 1,533

注１：常勤職員については、在外職員を除く。

　　非常勤職員中の医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師））については、省略した。

【年俸制適用者】

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

85 44.8 9,018 9,018 102 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

85 44.8 9,018 9,018 102 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

5 37.9 11,068 11,068 0 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

207 44.2 6,011 6,011 112 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

182 42.6 5,704 5,704 103 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 55.9 8,244 8,244 182 0

注１：常勤職員については、在外職員を除く。

注３：「年俸制職員」とは、特定の研究・プロジェクト等の研究教育又は研究に従事する者や高度な専門的
　　知識を必要とする業務を行う職種を示す。
注４：「ＵＲＡ職員」とは、研究力強化のための事業の業務を行う職種を示す。

事務・技術

注２：該当者がいない区分（再任用職員及び非常勤職員）については、省略した。

うち所定内 うち賞与

常勤職員

教育職種
（大学教員）

在外職員

任期付職員

年俸制職員

URA職員

注２：該当者がいない区分（任期付職員及び再任用職員）、区分中の該当者のいない職種（常勤職員、

区分 人員 平均年齢
平成３０年度の年間給与額（平均）

総額

平均年齢
平成３０年度の年間給与額（平均）

常勤職員

総額
人員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

在外職員

区分 うち賞与

非常勤職員

教育職種
（大学教員）

うち所定内



②

注1：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）)〔在外職員及び任期付職員
を除く。以下、④まで同じ。〕
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

部長 5 57.3 10,596 11,684 ～8,230

課長 17 53.9 8,239 9,513 ～6,957

課長補佐 41 53.4 7,102 7,938 ～5,827

係長 101 47.6 6,349 7,962 ～4,678

主任 39 45.8 6,070 7,045 ～4,461

係員 76 33.4 4,529 6,383 ～3,186

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

教授 61 54.2 11,011 13,715 ～8,634

准教授 96 50.4 8,621 10,719 ～6,578

助教 136 46.7 6,917 8,036 ～5,661

（事務・技術職員）
夏季（６月） 冬季（１２月） 計

% % %

54.6 56.0 55.3

% % %

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

45.4 44.0 44.7

％ ％ ％

         最高～最低 55.6～40.1　 53.1～38.1 54.3～40.0

％ ％ ％

57.4 59.0 58.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

42.6 41.0 41.8

％ ％ ％

         最高～最低 50.8～38.0 49.1～37.4 　48.1～38.1　

（教育職員（大学教員））
夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

55.3 57.6 56.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

44.7 42.4 43.5

％ ％ ％

         最高～最低 59.8～39.6 58.2～32.9 59.0～38.8

％ ％ ％

57.8 59.3 58.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

42.2 40.7 41.4

％ ％ ％

         最高～最低 50.8～38.5 49.1～32.1 49.9～36.9

（最高～最低）

④

一般
職員

一律支給分（期末相当）

人員

千円

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

年間給与額

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

（最高～最低）

賞与（平成３０年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

一律支給分（期末相当）

平均年齢分布状況を示すグループ

千円

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員



３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

（注）上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、平成30

　　　年度の教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比較を比較して算出した指数である。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出割合　90.2％】
　（国からの財政支出額　30,997,492千円、支出予算の総額　34,373,670千
円：平成30年度予算）
【累積欠損額　0円（平成29年度決算）
【管理職の割合　11.5％（常勤職員数 687名中 79名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　93.3％（常勤職員数 687名中 641名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　19.3％】
　（支出総額　33,258百万円、給与報酬等支給総額　6,413百万円：平成29
年度決算）

（法人の検証結果）
  当機構においては、原則的に国家公務員の給与水準に準拠して決定し
ており、対国家公務員のラスパイレス指数を全ての事項で下回っているこ
と、対他法人と比較しても概ね同水準となっており、民間との職位別と比較
しても下回っていることから、職員の給与水準については妥当であると考え
られる。

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標      90.4

・年齢・地域勘案　　　　　　　　93．5

項目

　給与水準の妥当性の
　検証

対国家公務員
指数の状況

（参考）対他法人　　　　　　　　101．2

-

・年齢・地域・学歴勘案　　　　93．1

内容

講ずる措置

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　86．9

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　88．3

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　今後も適切な給与水準の維持に努める。

（文部科学大臣の検証結果）

　給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から
給与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めて
いただきたい。



４　モデル給与

事務・技術職員

教育職員(大学教員）

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方
平成2７年1月より、研究教育職員を対象とした年俸制度を導入したことに伴い、当該年
俸制職員の基本給の改定及び業績給については、下記のとおりとしている。
　
　基本給の改定：毎年4月1日に評価区分（ＳＳＳ、ＳＳ、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）に応じて、
　　　　　　　　　　　最大+4号給から－１号給の範囲以内で改定することができる。
　業績給　　　　 ：毎年1月1日（以下「評価基準日」という。）において評価基準日の
　　　　　　　　　　　属する年度の4月から翌年の3月までの期間における業績評価を
　　　　　　　　　　　勘案し、決定する。

（扶養親族がいない場合）
○22歳（大卒初任給）
月額　180,700円、年間給与　2,711,675円

○35歳（本部主任）
月額　338,160円、年間給与　5,642,587円

○50歳（本部係長）
月額　408,000円、年間給与　6,782,436円

※　扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子１人につき10,000円）を支
給

（扶養親族がいない場合）
○22歳（大卒初任給）
月額　214,600円、年間給与　3,222,682円

○35歳（助教）
月額　398,760円、年間給与　6,636,163円

○50歳（准教授）
月額　528,000円、年間給与　8,783,856円

※　扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子１人につき10,000円）を支
給



Ⅲ　総人件費について

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

特になし

１．「給与、報酬等支給総額」及び「最広義人件費」に係る対前年度比及び増減要因

①「給与、報酬等支給総額」
　　前年度比　　　15,297千円減（0.2％減）
　　増減要因　　・常勤職員の減員による支給減

②「最広義人件費」
　　前年度比　　45,813千円増（0.3％増）
　　増減要因　　・前年度に比べ、応募認定退職者及び定年退職者の人数が増えた
　　　　　　　　　　　ことによる「退職手当支給額」の増
　　　　　　　　　　・法定福利費の負担金率増に伴う「福利厚生費」の増

２．「公務員の給与改定に関する取扱いについて」に係る措置について

　「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に
基づき、以下の措置を講ずることとした。

①役員に関する講じた措置
　平成30年1月1日から退職手当支給率を調整する率を１００分の８７から１００分の
８３．７へ改定した。

②職員に関する講じた措置
　平成30年3月1日から退職手当支給率を調整する率を１００分の８７から１００分の
８３．７へ改定した。
　なお、職員に関する退職手当支給率を調整する率の改定については、労働基
準法に基づく就業規則の改正手続を行ったことから、措置の開始時期は、国家公
務員に係る措置時期（平成30年1月1日）と異なる取扱いとした。

6,403,534 6,413,378 6,398,081

退職手当支給額
486,700 524,947 600,723

区　　分

給与、報酬等支給総額

非常勤役職員等給与
4,569,647 5,067,093 5,030,857

13,459,84913,414,036

1,377,911 1,408,616 1,430,187
福利厚生費

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

最広義人件費
12,837,793
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